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（
文
教
科
学
委
員
会
）

ス
ポ
ー
ツ
振
興
投
票
の
実
施
等
に
関
す
る
法
律
及
び
独
立
行
政
法
人
日
本
ス
ポ
ー
ツ
振
興
セ
ン
タ
ー
法
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
案
（
衆
第
七
号

（
衆
議
院
提
出
）
要
旨

）

本
法
律
案
は
、
ス
ポ
ー
ツ
の
振
興
に
寄
与
す
る
た
め
、
ス
ポ
ー
ツ
振
興
投
票
の
対
象
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
サ
ッ
カ
ー
の
試

合
を
追
加
す
る
と
と
も
に
、
独
立
行
政
法
人
日
本
ス
ポ
ー
ツ
振
興
セ
ン
タ
ー
（
以
下
「
セ
ン
タ
ー
」
と
い
う

）
の
業
務
に
ス

。

、

、

ポ
ー
ツ
に
関
す
る
活
動
が
公
正
か
つ
適
切
に
実
施
さ
れ
る
よ
う
に
す
る
た
め
必
要
な
業
務
を
行
う
こ
と
を
追
加
し

あ
わ
せ
て

当
分
の
間
の
措
置
と
し
て
、
セ
ン
タ
ー
が
ス
ポ
ー
ツ
振
興
投
票
券
の
売
上
金
額
の
一
部
を
国
際
的
な
規
模
の
ス
ポ
ー
ツ
の
競
技

会
の
我
が
国
へ
の
招
致
又
は
そ
の
開
催
が
円
滑
に
な
さ
れ
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
行
う
ス
ポ
ー
ツ
施
設
の
整
備
等
の
業
務
に
必

要
な
費
用
に
充
て
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
ス
ポ
ー
ツ
振
興
投
票
の
実
施
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正

セ
ン
タ
ー
は
、
現
行
の
対
象
試
合
の
ほ
か
、
サ
ッ
カ
ー
の
試
合
を
通
じ
て
ス
ポ
ー
ツ
の
振
興
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る

組
織
で
文
部
科
学
大
臣
が
指
定
す
る
指
定
組
織
が
開
催
す
る
サ
ッ
カ
ー
の
試
合
で
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す

る
特
定
対
象
試
合
を
ス
ポ
ー
ツ
振
興
投
票
の
対
象
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。
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二
、
独
立
行
政
法
人
日
本
ス
ポ
ー
ツ
振
興
セ
ン
タ
ー
法
の
一
部
改
正

１

セ
ン
タ
ー
の
業
務
に
、
ス
ポ
ー
ツ
を
行
う
者
の
権
利
利
益
の
保
護
、
心
身
の
健
康
の
保
持
増
進
及
び
安
全
の
確
保
に
関

す
る
業
務
、
ス
ポ
ー
ツ
に
お
け
る
ド
ー
ピ
ン
グ
の
防
止
活
動
の
推
進
に
関
す
る
業
務
そ
の
他
の
ス
ポ
ー
ツ
に
関
す
る
活
動

が
公
正
か
つ
適
切
に
実
施
さ
れ
る
よ
う
に
す
る
た
め
必
要
な
業
務
を
行
う
こ
と
を
追
加
す
る
こ
と
。

２

セ
ン
タ
ー
は
、
ス
ポ
ー
ツ
振
興
投
票
券
の
売
上
金
額
の
百
分
の
五
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
文
部
科
学
大
臣
が
財

務
大
臣
と
協
議
し
て
定
め
る
特
定
金
額
を
、
国
際
的
な
規
模
の
ス
ポ
ー
ツ
の
競
技
会
の
我
が
国
へ
の
招
致
又
は
そ
の
開
催

が
円
滑
に
な
さ
れ
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
行
う
ス
ポ
ー
ツ
施
設
の
整
備
等
で
あ
っ
て
緊
急
に
行
う
必
要
が
あ
る
も
の
と
し

て
文
部
科
学
大
臣
が
財
務
大
臣
と
協
議
し
て
定
め
る
特
定
業
務
に
必
要
な
費
用
に
充
て
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

三
、
施
行
期
日
等

１

こ
の
法
律
は
、
一
部
を
除
き
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら

施
行
す
る
こ
と
。

、

、

、

２

二
の
２
の
特
定
業
務
に
係
る
規
定
に
つ
い
て
は

こ
の
法
律
の
施
行
後
七
年
以
内
に

当
該
規
定
の
見
直
し
が
行
わ
れ

そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
が
講
ぜ
ら
れ
る
も
の
と
す
る
こ
と
。


